
公布された規則のあらまし

◇へき地勤務医師等修学資金貸付規則の廃止について

１ 規則の廃止理由

へき地勤務医師等修学資金貸付規則（以下「規則」という。）を、次の理由により廃止する。

(１) 本修学資金は、国のへき地医療対策に基づき創設された制度であったが、国の制度が廃止されて以降、

新規の募集も行われておらず、現在貸付中の者もいないこと。

(２) 本修学資金は、へき地医療対策に限定される制度であり、現状の県内全域において生じている医師不足

の対策としてはそぐわないこと。

(３) 鳥取県医師養成確保奨学金貸付制度の創設により、医師養成に係る奨学制度は当該制度により実施され

るものであること。

２ 規則の概要

(１) 規則は、廃止する。

(２) 施行期日は、公布日とする。


